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直島町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、町民の安全を確保するため、

町内にある住宅の耐震対策を行う者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項

を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、「住宅」とは、併用住宅（住宅以外の用に供する部分の床面積

が延べ面積の１／２未満のものをいう。）を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。

ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣の特別な認定を得た工法等によるものは除く。 

２ この要綱において、「耐震対策」とは、住宅の耐震診断、耐震改修工事及び簡易耐震改

修工事をいう。 

３ この要綱において、「耐震診断」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により耐震診

断技術者（建築士の資格を有し、別表第一に定める講習を受講した者又は建築士法（昭和

25年法律第202号）第10条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士をいう。）が行

う住宅の地震に対する安全性の評価をいう。 

(1) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第３章第８節に規定する構造計算によ

るもの 

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交

通省告示第184号。以下「基本方針」という。）別添第一に示すもの 

(3) 前２号に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるも

の 

４ この要綱において、「耐震改修工事」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により行

う住宅の地震に対する安全性の向上を目的として、原則として、県内に主たる営業所を有

する事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。 

(1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第19条及び第20条の規定に適合するように行

われるもの 

(2) 基本方針別添第二に示すもの 

(3) 前２号に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められる

もの 

５ この要綱において、「簡易耐震改修工事」とは、一般財団法人日本建築防災協会による

「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法（改訂版）―」又



2/15 

は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法により

耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評

点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。なお、原則として、県内に主たる営

業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事に限るものとする。 

６ この要綱において、「耐震シェルター等設置工事」とは耐震診断により、構造耐力上主

要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊す

る危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたものについて、地震

による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)で香川県

知事が認めるものを設置する工事をいう。 

７ この要綱において「耐震改修工事等」とは、耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震

シェルター等設置工事をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 本補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものでなければなら

ない。 

(1) 昭和56年５月31日以前に着工されていること。 

(2) 町内に住所を有する者が自ら所有しているものであり、耐震対策を行った後も、主

たる居住の場として利用されること。 

(3) 耐震改修工事等を行おうとする場合は、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の

地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性

が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されていること。 

(4) 簡易耐震改修工事を行おうとする場合は、木造の住宅に限るものとする。 

(5) 補助金の交付申請の時点において、建築基準法第９条の規定に基づく特定行政庁か

らの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。 

(6) この要綱に基づき、耐震診断及び耐震改修工事等を過去に行っていないこと。 

(7) 第２号及び第３号から前号について、町長が認める場合はこの限りでない。 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものでなければなら

ない。 

(1) 住宅の所有者であること。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。 

(2) 町税等を滞納していないこと。 

（補助の対象、補助金の交付額等） 
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第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、耐震対策

を行う場合の１敷地ごとにそれぞれに要する経費とする。 

２ 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて算定し、予算の範囲内で交付する。 

(1) 耐震診断 補助対象経費に10分の９を乗じて得た額と90,000円を比較して、いずれ

か少ない額 

(2) 耐震改修工事 補助対象経費と100万円を比較して、いずれか少ない額 

(3) 簡易耐震改修工事 補助対象経費と50万円を比較して、いずれか少ない額 

(4)  耐震シェルター等設置工事 補助対象経費と20万円を比較して、いずれか少ない額 

(5) 前号の補助対象経費には、耐震改修工事に伴う実施設計に要する費用を含むものと

する。 

３ 前項の規定により算出された交付額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別表第二に掲

げる書類を添えた補助金交付申請書（様式第１号）を別に定める期日までに町長に提出し

なければならない。 

２ 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正で

あると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定（以下「交付決定」という。）し、

申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その

交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。 

（補助金の交付の条件） 

第８条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、補助金交付変更承認申請書（様式第２

号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りで

ない。 

(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ補助金交付中止承認申請書（様式

第３号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 
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(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（申請の取下げ） 

第９条 申請者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、第７条の規定による

交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は

これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に

その旨を記載した書面を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったも

のとみなす。 

（事業が期日までに完了しない場合等の報告） 

第10条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、町長の指示

を受けなければならない。 

２ 申請者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受け

なければならない。 

（実績報告） 

第11条 申請者は、事業を完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過

した日又は３月10日（土日、祝日を除く）のいずれか早い日までに、完了実績報告書（様

式第４号）を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこ

の限りでない。 

（額の確定） 

第12条 町長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応

じて行う現地調査に基づき、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条

件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとす

る。 

２ 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書（様式第５号）を町長に提出し

なければならない。 

（補助金の交付） 

第13条 町長は、前条第１項の規定による額の確定後、同条第２項の請求があった場合に、

補助金を支払うものとする。 

（決定の取消し） 

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 
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(1) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。 

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 補助金の交付決定の前に、事業に着手したとき。ただし、実施設計を事業採択後に

着手した場合はこの限りでない。 

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。 

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。 

(7) 補助事業の遂行ができないとき。 

２ 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかにその旨及びその理由を申請者

に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されて

いるときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

（書類の保管） 

第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするた

めの台帳、書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の

翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

（立入検査等） 

第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、

申請者に対して報告を求め、又は当該吏員にその物件を検査させ、若しくは質問させるこ

とができる。 

（補則） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 
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別表第一 耐震診断技術者に求められる講習会 

(1) 一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断・耐震補強技術者養成講習

会 

(2) 香川県による木造住宅耐震対策講習会 

(3) その他、町長が認める講習会 

別表第二 申請等に必要な書類 

関係条項 添付書類 

第6条 

交付申請 

（耐震診断） 

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次に掲げるもののうちい

ずれかの写し 

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 

(2) 住宅の登記事項証明書 

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明（建築年が記載されたもの） 

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類 

2 納税証明書 

3 診断しようとする住宅が分かる図面又は写真 

4 耐震診断に係る見積書の写し 

5 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 

（耐震改修工事等） 

※ 耐震診断の補助を受けた者は、下記1、2、3は省略することができる。 

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次に掲げるもののうちい

ずれかの写し 

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 

(2) 住宅の登記事項証明書 

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明（建築年が記載されたもの） 

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類 

2 納税証明書 

3 耐震診断報告書（様式第6号） 

4 既存住宅耐震改修工事等に係る設計図書 

(1) 配置図、各階平面図（耐震改修工事等を行う部分を明示したもの） 

(2) 補強計画時の構造評価が分かる計算書（耐震診断技術者が行ったも
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の） 

(3) 基本方針別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事等に係る

構造詳細図 

(4) その他、耐震改修工事等内容が確認できる図書 

5 耐震改修工事等に係る見積書の写し 

6 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 

7 建築基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し（建

築確認が必要な場合に限る。） 

第11条 

完了実績報告 

（耐震診断） 

1 耐震診断報告書（様式第6号） 

2 配置図、各階平面図 

3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し 

4 耐震診断に要した費用の領収書の写し 

5 調査等の状況写真 

（耐震改修工事等） 

1 耐震改修工事等結果報告書（様式第7号） 

（耐震診断技術者が行ったもの(耐震シェルター等設置工事を除く。)） 

2 耐震改修工事等(耐震シェルター等設置工事を除く。)に係る請負契約書

の写し 

3 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し 

4 耐震改修工事等の施工写真（改修前後が判明できる写真）及び必要に応

じて出荷証明書等工事関係書類 

5 交付申請時と改修場所や工法が変更した場合は、それらが分かる平面図

等 

6 建築基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し（建築確

認を受けた建築物に限る。） 
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様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

直島町長          様 

 

申請者 住 所                  

氏 名                印 

 

 

     年度 直島町民間住宅耐震対策支援事業費 

補助金交付申請書 
 

 直島町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添え

て申請します。 

交付対象事業 
耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事 

耐震シェルター等設置工事 

所 在 地   

住宅の所有者 
※１  

（住所） 

（氏名） 

（電話番号） 

住宅の用途  □ 専用住宅   □ 併用住宅（住宅の面積        ㎡） 

住宅の建て方 □ 一戸建て住宅       □ 長  屋 

建 築 年  明治・大正・昭和    年（   月） ※２ 

補助対象経費 
金          円（税込み・税抜き） 

（うち実施設計費 金        円）※耐震改修工事等の場合に限る 

補助金交付  

申  請  額 
金          円 

構 造 □木造  □鉄骨造  □鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造  □その他（      ） 

規 模 
建築面積      ㎡ 延べ面積      ㎡ 

敷地面積      ㎡ 地上   階、地下   階 

事業完了予定 

年 月 日  
  年  月  日 

施工者(予定)  
受

付 
 備    考 

(増築年月日等) 
 

 

□ 住民基本台帳又は税等関係情報の記録を調査することに同意します。 

 

（注意事項） 

※１ 申請者と同一の場合は、電話番号のみ記入とする。 

申請者が所有者と異なる場合は、所有者との関係が分かる書類を添付すること。 

※２ 建築年が昭和５６年の場合は、月まで記入すること。 
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様式第２号(第８条関係) 

 

   年  月  日 

 

直島町長           様 

 

申請者 住 所                  

氏 名                ○印  

 

 

    年度 直島町民間住宅耐震対策支援事業費 

補助金交付変更承認申請書 
 

 

  年  月  日付、第  号で交付決定を受けた標記事業について、当該交付決

定の額及びその内容を変更したいので、直島町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

第８条の規定により、事業の変更を承認くださいますよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 前回交付決定額            千円 

変更交付申請額            千円 

変更増△減額             千円 

 

 

２ 事業完了予定日           年  月  日 

 

 

３ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

４ 添付書類 

 

別添のとおり。 
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様式第３号(第８条関係) 

 

  年  月  日 

 

直島町長           様 

 

申請者 住 所                  

氏 名                ○印  

 

 

    年度 直島町民間住宅耐震対策支援事業費 

補助金交付中止承認申請書 
 

 

  年  月  日付、第  号で交付決定を受けた標記事業について、次のとおり

中止したいので、直島町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により、

事業の中止を承認くださいますよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 

１ 交付決定額            千円 

 

 

 

２ 事業の中止の理由 
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様式第４号(第１１条関係) 

  年  月  日 

 

 

直島町長           様 

 

申請者 住 所                  

氏 名                ○印  

 

 

    年度 直島町民間住宅耐震対策支援事業費 

完了実績報告書 
 

 

  年  月  日付、第  号をもって補助金の交付決定を受けた標記の事業につ

いて、次のとおり実績報告をします。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額及び精算額 

補助金交付決定額        千円 

補助金精算額          千円 

 

２ 補助事業の実施期間 

自       年  月  日 

至       年  月  日 

 

３ 添付書類   別添のとおり 
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様式第５号(第１２条関係) 

 

請  求  書 
 

金額 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

         

ただし、    年度 直島町民間住宅耐震対策支援事業費補助金 

 

内 訳 

事業費 補助対象経費 
左に対する 

補助金の交付額 

円 円 円 

   

 

 

上記の金額を請求します。 
  年  月  日 

 

直島町長           殿 
 

住所 〒   －     

 

 

債権者 
 
 

氏 名                              ○印  

 

 

支払の 

 

方 法 

 
口 座 

振替払 

 

 

銀行               （支）店 

預金 
種目 

当座 普通 

口 座 
番 号          

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

口 座 
名 義 

 

 

 

 

 



13/15 

様式第６号 

 

  年  月  日 

 

耐 震 診 断 報 告 書 

 

 

直島町長           様 

 

 

耐震診断技術者 氏  名                 ○印  

住  所                   

資  格  （   ）級建築士        

登録番号   第      号        

 

事務所名                   

連 絡 先                   

 

 

  年  月  日に実施した下記住宅の耐震診断の結果について、関係図書を添え

て報告します。この関係図書の記載事項については、現地と照合しており、事実に相違あり

ません。 

 

記 

 

住宅の用途 □ 専用住宅         □ 併用住宅 

住宅の建て方 □ 一戸建て住宅       □ 長  屋 

建物所在地  

診 断 結 果 

 

 

 

 

※建築基準法に基づく主な規定（都市計画区域外の地域は、第２０条の規定のみ確認するこ

と） 

第２０条 構造耐力  □ 既存不適格建築物である 

第４３条 敷地等と道路との関係  □ 適合している  □ 既存不適格建築物である 

第４４条 道路内の建築制限  □ 適合している  □ 既存不適格建築物である 

第５２条 容積率  □ 適合している  □ 既存不適格建築物である 

第５３条 建ぺい率  □ 適合している  □ 既存不適格建築物である 

第５５条 建築物の高さ  □ 適合している  □ 既存不適格建築物である 

第５６条 建築物の各部分の高さ  □ 適合している  □ 既存不適格建築物である 
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様式第７号 

 

  年  月  日 

 

耐 震 改 修 工 事 結 果 報 告 書 

 

 

直島町長           様 

 

 

耐震診断技術者 氏  名                 ○印  

住  所                   

資  格  （   ）級建築士        

登録番号   第      号        

 

事務所名                   

連 絡 先                   

 

 

 

  年  月  日に実施した下記住宅の耐震改修工事の結果について、関係図書を

添えて報告します。この関係図書の記載事項については、現地と照合しており、事実に相違

ありません。 

 

記 

 

住宅の用途 □ 専用住宅         □ 併用住宅 

住宅の建て方 □ 一戸建て住宅       □ 長 屋 

建物所在地  

改修工事後 

の構造耐力 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第11条関係） 

様式第５号（第12条関係） 

様式第６号 

様式第７号 

 


